
学生教育研究災害傷害保険（学研災）

学研災の対象となり、保険金請求に必要な治療日数を要する場合は、学内申請窓口に申し出てください。
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　事故通知用LINE
　QRコード

補償範囲と通院日数

補償範囲 治療日数　※

正課中、大学行事中の怪我 1日以上が対象

大学施設内（課外活動を除く）、通学中、大学施設設置等相互間の移動中の怪我 4日以上が対象

大学施設内外で大学に届け出た課外活動中の怪我 14日以上が対象

※実治療日数（実際に入院または通院した日数）です。治療期間の全日数が対象とはなりません。また、
傷害保険ですので、一般の病気はこの保険の補償対象ではありません。

〈学生サポート〉

本学では、教育研究活動中の不慮の災害事故補償及び通学中と学校施設等相互間の移動中
の事故補償のために、学部に在籍する全学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険」
に一括して加入しています。保険事故に該当すると思われる方は、保険会社へ事故通知を行ってください。
学研災LINEアカウントを用いて簡単に行うことができます。

問い合わせ先

区分 担当窓口

学友会所属部会の課外活動中 学友会事務室

上記以外全て 学生生活課（多摩）

Q&A

（大学公式Web）
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